
農業経営体等女性雇用促進事業実施要領 

 
          制定 平成 28 年６月７日８経第 454 号農林水産部長通知 

改正 令和５年８月８日５経第 554 号農林水産部長通知 
  

第１ 趣旨 

農林業に従事する者が減少する中、各経営体において農林業及び農産加工等に従

事する女性の安定的、継続的な雇用につなげるため、新事業の立ち上げや職場環境

の整備等によって女性の活躍の場を創出しながら、経営を強化する取組を支援する。 

 農業経営体等女性雇用促進事業（以下「本事業」という。）の実施については、補

助金等の交付に関する規則（昭和 35年京都府規則第 23号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 事業の内容 

本事業の事業種目、実施主体、事業内容、助成対象経費、採択要件、助成期間、補

助率については、別表に掲げるとおりとする。 

 

第３ 事業の実施 

１ 事業計画の申請 

（１）本事業を実施しようとする者（以下「実施主体」という。）は、事業計画

承認申請書（別記第１号様式）により、広域振興局の長（京都市、向日市、長

岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては知事。以下「広域振興局長等」という。）

に申請するものとする。 

（２）（１）の申請に当たっては、実施主体が今後の経営の向上を図るために行う具体

的な取組内容及びそれに対する目標を定めた計画（以下「ビジネスプラン」という。）

を別記第２号様式により作成し、添付するものとする。 

２ 事業計画の承認 

（１）広域振興局長等は、第３の１の（１）の申請があったときは、これを審査し、事

業計画の申請内容が適当と認めるときは、事業計画を承認するものとする。 

なお、補助金の割当内示は事業計画の承認をもってこれに代えるものとす

る。 

（２）広域振興局長等は、必要に応じて現地調査等の審査を行い、申請内容に係る事項

につき修正を加え、又は条件を付して承認できるものとする。 

３ 事業計画の変更 

実施主体が事業計画を変更しようとする場合は、第３の１から２までの規定を準用

するものとする。 



なお、変更を要するものは、次のとおりとし、第３の１の（１）に規定する事業計

画承認申請書に代えて、事業計画変更承認申請書（別記第３号様式）により申請する

ものとする。 

（１）実施主体の変更 

（２）助成対象経費の２割を超える増減 

４ 交付決定前着手 

（１）第３の２の規定による事業計画の承認を受けた後、事業の円滑な実施を図る上

で交付決定前に着手する場合は、実施主体は、あらかじめ広域振興局長等の適正な

指導・助言を受けた上で、理由を明記した交付決定前着手届（別記第４号様式）を

広域振興局長等に提出するものとする。 

（２）（１）により交付決定前に事業に着手する場合、実施主体は、交付決定までの

あらゆる損失等は自らの負担となることを了知の上、行うものとする。 

５ 補助金の交付申請等 

（１）実施主体は、規則第５条に基づき、承認を受けた事業の実施に要する経費につ

いて、補助金交付申請書（別記第５号様式）により、広域振興局長等に補助金の交

付を申請するものとする。 

（２）実施主体が規則第９条に定める変更をしようとする場合は、補助金変更交付申

請書（別記第６号様式）により、広域振興局長等に承認を申請するものとする。 

なお、変更を要するものは、次のとおりとする。 

ア 実施主体の変更 

イ 助成対象経費の２割を超える増減 

（３）実施主体は、申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び地方税法（昭和 25 年法律

第 226 号）に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除すること

ができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明

らかでないものについては、この限りでない。 

６ 実績報告書の提出 

（１）実施主体は、事業完了後速やかに、規則第 13条に基づき補助金実績報告書（別

記第７号様式）を広域振興局長等に提出するものとする。 

なお、助成期間が２箇年度にわたる場合、各年度の事業完了後速やかに補助金実

績報告書を提出するものとする。 

 

 



（２）実施主体は、前号の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

（３）実施主体は、（１）の補助金実績報告書を提出した後において、消費税

及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除が確定した場

合には、当該金額（前号の規定により減額した場合にあっては、当該金額が

減じた額を上回る部分の金額）を別記第９号様式による仕入れに係る消費税

等相当額報告書により、速やかに広域振興局長等に報告するとともに、広域

振興局長等による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は

消費税仕入控除税額がない場合にあっても、その状況等について、事業完了

日が属する年度の翌年度の５月 30 日までに同様式により広域振興局長等に

報告しなければならない。 

７ 交付決定の取消し 

広域振興局長等は、実施主体が事業実績報告書を提出するまでに金融機関から本事

業の実施に要する経費のうち、別表で定める金融機関からの融資又は融資決定を受け

ていないときは、規則第 16 条第１項の規定により、補助金の交付決定を取り消すも

のとする。 

８ 概算払 

実施主体は、知事が別に定めるところにより、補助金の概算払請求をすることがで

きる。 

 

第４ 書類の提出 

この要領により広域振興局長等に提出する書類は、実施主体が京都市、向日市、長

岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に所在する場合にあっては京都府農林水産部経

営支援・担い手育成課に、その他の場合にあっては実施主体の所在する市町村の区

域を所管する京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課に提出するものとす

る。 

 

第５ 助成 

広域振興局長等は、本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で助成するもの

とする。 

本事業により整備した施設及び機械等については、農業保険法（昭和 22 年法律

第 185 号）に基づく農業共済制度又は民間事業者が提供する保険に加入するもの

とする｡ 

 



第６ 推進及び指導体制 

府は、本事業の円滑な推進を図るため、農業ビジネスセンター京都及び京都農人材育成

センター（京都府農業経営・就農支援センター）と連携し、本事業の実施に必要な指導、

普及啓発等を行うものとする。 

 

第７ 実施状況の報告 

実施主体は、事業完了日が属する年度の翌年度から５箇年度までの毎年度、当該

年度の翌年度の６月末日までに実施状況報告書（別記第８号様式）を広域振興局長

等に提出するものとする。 

なお、実施主体は、売上高の実績が事業計画に基づく年度毎の目標売上高の 70％

を２年連続で下回った場合は、京都農人材育成センター（京都府農業経営・就農支

援センター）等の専門家派遣による指導・助言を受け、対策を講じるものとする。 

 

第８ その他 

この要領に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項については、知事が別

に定めるものとする。 

 

   附 則（平成 28年６月７日８経第 454号農林水産部長通知） 

この要領は、平成 28年度分の事業から適用する。 

 

附 則（令和５年８月８日５経第 554 号農林水産部長通知） 

この要領は、令和５年８月８日から施行し、令和５年度分の事業から適用する。 


